
川越市教育委員会名義使用に関する事務取扱要綱  

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地方公共団体、社会教育関係団体等が市民の学術及び文

化の向上、社会福祉の増進に関する事業を実施する場合において、川越市教

育委員会の名義を後援又は共催として使用すること（以下「名義使用」とい

う。）について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 後援 事業の趣旨や内容に賛同することをいう。 

 (2) 共催 事業の趣旨や内容に賛同し、当該事業の企画又は運営に参加する

ことをいう。 

 

（承認基準） 

第３条 教育長は、原則として市内で開催され、かつ、次の各号のいずれかに

該当する事業と認められるときは、名義使用を承認することができる。 

 (1) 社会教育活動と認められるとき。 

 (2) 芸術・文化活動と認められるとき。 

 (3) 青少年育成活動と認められるとき。 

 (4) 市民性の向上を目的にしていると認められるとき。 

 (5) その他教育委員会が適当と認めるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、教育長

は、名義使用を承認しないものとする。 

(1) 主催者が、規約等を作成していないとき、又は事業内容等が明らかでな

いと認められるとき。 

(2) 営利を目的とする事業又は営利に深く関係を有する事業であると認め

られるとき。 

(3) 政治団体若しくは宗教団体が主催する事業であるとき又は政治的若し



くは宗教的色彩の強い事業であると認められるとき。 

(4) 公序良俗に反する事業であると認められるとき。 

(5) 主催者が事業を遂行できる能力を持たないと認められるとき。 

(6) 原則として、全市的組織及び広域的な組織を有しないと認められるとき。 

(7) 高額な入場料を徴収する事業であるとき。 

(8) 特定団体の会員拡張を目的とした事業であると認められるとき。 

(9) 本市教育委員会の教育行政運営に関する方針に反する事業であると認

められるとき。 

(10) 過去に教育委員会が後援したもので、市民の申し出等により前各号に

掲げる承認できない事由に抵触したことが明白な場合。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育長が適当でないと認めるとき。 

 

（承認申請等） 

第４条 名義使用の承認を受けようとするもの（以下「申請者」という。）は、

事業の実施予定日の１月前までに川越市教育委員会後援等名義使用承認申請

書（様式第１号）により教育長に申請しなければならない。ただし、過去に

後援等を付した本市教育委員会の名義の使用の承認を受けている申請者が同

一内容の事業を実施する場合に限り、埼玉県市町村電子申請・届出サービス

を利用して申請することができる。 

２ 前項の場合において、教育長は、必要があると認めるときは、申請者から

当該事業に係る資料の提出を求めることができる。 

 

 （承認通知等） 

第５条 教育長は、第４条の規定による申請があったときは、申請内容を審査

のうえ、その可否を決定し、川越市教育委員会後援等名義使用申請結果通知

書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。ただし、埼玉県市町

村電子申請・届出サービスにより申請された事業については、埼玉県市町村

電子申請・届出サービスにより申請者に通知するものとする。 

２ 第４条第１項の承認を受けた者（以下「承認事業者」という。）は、申請内

容を変更したときは、速やかに川越市教育委員会後援等名義使用内容変更届



書（様式第３号）を提出しなければならない。 

 

（承認の取消し） 

第６条 教育長は、名義使用の承認を受けた事業又は第５条第２項の申請内容

の変更が第３条の承認基準に反すると認められる場合は、第４条第１項の承

認を取り消すことができる。この場合において、教育長は、適切な処置をと

るよう承認事業者に要請するものとする。 

２ 教育長は、前項の規定による取消しをしたときは、川越市教育委員会後援

等名義使用承認取消通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

３ 第１項の規定により承認を取り消された承認事業者は、第４条第１項の承

認を申請することができない。 

 

 （承認事業者の義務） 

第７条 承認事業者は、事業を実施する場合は、会場となる施設等における安

全の確保について必要な措置を講じなければならない。 

 

 （実績報告書） 

第８条 承認事業者は、事業が終了したときは、その結果を事業終了後３週間

以内に川越市教育委員会後援等名義使用実績報告書（様式第５号）又は埼玉

県市町村電子申請・届出サービスにより、教育長に報告しなければならない。 

 

附 則 

この要綱は、平成１３年 ６月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年 ６月２９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ２年 １月 １日から施行する。 

 



附 則 

この要綱は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。 


